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【犯罪被害者と加害者による対話の効果検証】 

現行の刑事司法手続や少年司法手続の目的は，

①真実の解明と②罪を犯した者に対して罰を科

すことが，その主たる目的です。 

 そのため，犯罪被害者は事件の関係者である

にも関わらず，当事者として刑事司法手続に関

わることができず，「国家」と「加害者」という

構図で手続が進められてしまいます。 

 「修復的司法」は，そこに犯罪被害者が参加

し，被害者の救済や癒しに効果のある取り組み

として，主にヨーロッパ諸国，アメリカ，オセ

アニア諸国等で実施されています。 

 日本においても，警察主導のパイロット事業

やＮＰＯでの取り組みは行われておりますが，

効果の検証は十分に行われておりません。 

 日本で実施した場合の効果について検証する

とともに，教育現場で生じる問題の1つである

「いじめ」や「非行」といった諸問題への応用と

実践が研究課題です。 

地域貢献の実績と提案 

2014年から，NPO法人「対話の会」で活動しております。 

 
図 1 対話による解決のアプローチフロー図 
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